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令和４年第６回足寄町議会臨時会議事録（第１号） 

令和４年１１月２１日（月曜日）     

 

◎出席議員（１２名） 

   １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君 

   ３番 進 藤 晴 子 君   ４番 榊 原 深 雪 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ７番 髙 橋 健 一 君 

   ８番 川 上 修 一 君   ９番 髙 橋 秀 樹 君 

  １０番 二 川   靖 君  １１番 木 村 明 雄 君 

  １２番 井 脇 昌 美 君  １３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（１名） 

   ６番 熊 澤 芳 潔 君 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足 寄 町 長              渡 辺 俊 一 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長              松 野   孝 君 

福 祉 課 長              保 多 紀 江 君 

住 民 課 長              金 澤 真 澄 君 

経 済 課 長              加 藤 勝 廣 君 

建 設 課 長              増 田   徹 君 

 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長              横 田 晋 一 君 

事 務 局 次 長              野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  会期の決定＜Ｐ３～４＞ 

 日程第 ３  行政報告（町長）＜Ｐ４～５＞ 

 日程第 ４  議案第１０８号 足寄町営温泉浴場設置及び管理に関する条例の制定につ

いて＜Ｐ５～７＞ 

 日程第 ５  議案第１０９号 足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例＜Ｐ７＞ 

 日程第 ６  議案第１１０号 足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例＜

Ｐ７～９＞ 

 日程第 ７  議案第１１１号 令和４年度足寄町一般会計補正予算（第７号）＜Ｐ９＞ 

 日程第 ８  議案第１１２号 令和４年度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）＜Ｐ１０＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開会宣告 

○議長（吉田敏男君） ６番熊澤芳潔君は

欠席であります。 

 ただいまから、令和４年第６回足寄町議

会臨時会を開催をいたします。 

 

◎ 町長挨拶 

○議長（吉田敏男君） 町長 渡辺俊一君

から、招集のご挨拶がございます。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをい

ただきましたので、令和４年第６回臨時会

の招集に当たりまして一言ご挨拶を申し上

げます。 

毎回同じような話になりますけれども新

型コロナウイルスの感染症の関係でござい

ますけれども、先週道内ではですね、１万

人を超える新規感染者があったということ

で、過去最多を更新をしております。感染

の第八波に入っているものと思われます。 

新規感染者の把握の方法などが変わって

きていますので、実際にはもっと多くの新

規感染者がいるという具合に思われるとこ

ろでございます。 

新たな変異株も出ているというようなこ

とも聞いておりますし、北海道知事は、い

つでも誰でも感染するレベルだとおっ

しゃっていました。そういう状況に今なっ

ているのかなというふうに思っておりま

す。 

これまでもお願いしています通り、基本

的な感染対策、またワクチン接種も行って

おりますので引き続き御協力をよろしくお

願いを申し上げます。 

本日御審議いただく議案でございますけ

れども、温泉浴場の設置及び管理に関する

条例の制定など議案３件、それから補正予

算２件を予定しております。 

御審議賜りますようお願いを申し上げ、

御挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） これから、本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、足寄町議会総合条例

第１８４条の規定によって、１２番井脇昌

美君。１番多治見亮一君を指名をいたしま

す。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

本日開催されました第６回臨時会に伴

う、議会運営委員会の協議の結果を報告い

たします。 

会期は本日１日間であります。 

本日は、町長からの行政報告を受けま

す。 

次に、議案第１０８号について提案理由

の説明を受け、質疑を行った後に文教厚生

常任委員会に付託し、閉会中の審査といた

します。 

次に、議案第１０９号から議案第１１２

号までを即決で審議いたします。 

以上で報告を終わらせていただきます。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 会期決定の件 

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 会期決

定の件を議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間にしたい
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と思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、会期は、本日１日間に決定

をいたしました。 

 

◎ 行政報告 

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 行政報

告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをい

ただきましたので、行政報告を申し上げま

す。 

町有施設のＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニ

ル）使用製品の調査の状況とその対応等に

ついてご報告いたします。 

ＰＣＢは電気機器の絶縁、各種工業にお

ける加熱並びに冷却用の熱媒体等として、

様々な用途に利用されてきましたが、毒性

が強く、健康被害を発生させるものとして

昭和４７年に製造が中止となり、平成１３

年にはＰＣＢ廃棄物を保管する事業者は一

定期間経過までにＰＣＢ廃棄物を適正に保

管、処分することが義務付けられました。 

本町ではＰＣＢが使用されていることが判

明した変圧器や蛍光灯の安定器等は適正に

保管、処分を行ってきましたが、ＰＣＢ濃

度が１kg 当たり５,０００㎎を超える高濃

度ＰＣＢ廃棄物等の処分期限が、令和５年

３月までとされたことから、改めて、ＰＣ

Ｂ使用機器等がないか調査を進めていたと

ころであります。 

これまでの調査結果で、高濃度ＰＣＢを

使用している機器が１基、低濃度ＰＣＢを

使用していると見込まれる機器が１１基あ

ることが判明したことから、本臨時会にお

きまして、高濃度ＰＣＢ機器の収集運搬処

理費用９７万円の補正予算を計上させてい

ただきました。 

なお、低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期限は

令和９年３月までとなっていることから、

今回確認された低濃度ＰＣＢ使用の変圧器

等につきましては、令和８年度までに処分

を予定しています。 

また、古い外灯及び街路灯にもＰＣＢ含

有の安定器が使用されている可能性が高

く、過去の調査で見落とされている事例が

多いとの十勝総合振興局環境生活課の助言

を受け、過去の調査内容を確認したとこ

ろ、建築物に付随する照明設備の調査は

行っているものの、街路灯などの屋外照明

設備は調査をしていなかったことが判明し

ました。 

今回改めて、屋外照明設備の管理台帳な

どにより書面調査を行った結果、施設の外

構等の照明設備に８６基、町道等の街路灯

照明設備に７８基、合計１６４基がＰＣＢ

を使用している可能性が高いことを確認し

ました。 

ＰＣＢ含有安定器の処分期限も令和５年

３月までとなっており、ＰＣＢが含まれて

いる可能性が高い照明設備は基本的に昭和

４７年以前に整備された街路灯で、数年後

にＬＥＤ機器への更新若しくは撤去が予定

されていること、また、工事費や電気料金

の高騰が今後も続く可能性が高いことか

ら、この機会に対象となる１６４基のう

ち、更新が必要な照明機器のＬＥＤ化工事

を前倒しで進めることが経費節減に資する

との判断から、街路灯等ＬＥＤ化工事費

２，６００万円と、ＰＣＢ廃棄物としての

処分が必要な安定器であるかを調査するた

めの委託料２７５万１千円の補正予算を本

臨時会に提案させていただいておりますの

で、ご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

また、来年１月までに調査を行い、１６

４基のうちＰＣＢ廃棄物として処分が必要

な安定器の数量が確定することから、来年

１月以降に開会される議会におきまして、
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収集運搬処理費用についての補正予算を提

案させていただく予定をしております。 

以上、ＰＣＢ廃棄物の対応等につきまし

て、ご報告いたしましたが、今後におきま

しても、国や北海道など関係機関と連携

し、助言等をいただきながら、ＰＣＢ廃棄

物の適正な処理に取り組んでまいりますの

で、ご理解を賜りますようお願い申し上

げ、ご報告といたします。 

○議長（吉田敏男君） これで行政報告を

終わります。 

 

◎ 議案１０８号 

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 議案第

１０８号足寄町足寄町営温泉浴場設備及び

管理に関する条例の制定についての件を議

題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

住民課長 金沢真澄君。 

○住民課長（金澤真澄君）議案書1ページを

お開き願います。ただいま議案となりまし

た議案第１０８号足寄町営温泉浴場設置及

び管理に関する条例の制定について、提案

理由の御説明を申し上げます。 

本条例は、今年度建設しております足寄

町営温泉浴場の設置及び管理に関する条例

を制定するものでございます。 

次に、条例の内容について御説明申し上

げます。 

足寄町温泉浴場設置及び管理に関する条

例、第１条は、条例の趣旨について、第２

条は、本施設の設置について、それぞれ規

定しております。 

第３条は、本施設の名称を足寄町営温泉

浴場と称し、その位置を足寄郡足寄町西町

２丁目２番地６４とするものでございま

す。 

第４条は、本施設で行う事業、業務につ

いて規定をしております。 

第５条は、本施設、入浴料について、規

定をしております。 

２ページで、別表で入浴料を記載してお

りますのでごらんください。 

区分としましては、大人１８歳以上高校

生を除くは１回券４００円、回数券入浴６

回分２，０００円、定期券１か月分で４，

０００円としています。 

中人は、中学生高校生を対象とし、それ

ぞれ３００円、１，５００円、３，０００

円。 

小人は、小学生を対象とし、それぞれ１

００円、５００円、１，０００円。 

高齢者は、町内在住７０歳以上とし、そ

れぞれ２００円、１，０００円、２，００

０円としています。 

なお、未就学児は無料とし、町外高齢者

については、大人料金とします。 

２ページへお戻りください。 

６条から１０条までは、入浴料の減免、

還付、本施設の制限と販売更新行為の等の

禁止、損害賠償についてそれぞれ規定して

おります。 

第１１条は、地方自治法の規定により、

指定管理者に管理を行わせることができる

規定としております。 

第１２条第１項では、指定管理者の業務

について規定して規定しております。第２

項において、入浴料を指定管理者の収入と

して授受、収受させることができるものと

し、第３項は、業務または経理の状況報告

について、第４項は、指定の取消しまたは

停止について規定しています。第５項にお

いて、指定管理者に管理を行わせる場合に

あっては、町長とあるのは、指定管理者と

読み替える、規定としております。 

なお、第６条第６項において、５条に規

定する入浴料等の額を変更する場合は、町

長と協議し、承認を得なければならないと

しております。 

１３条は指定管理者の原状回復義務につ

いて、第１４条は委任について規定してお

ります。 

附則第１項の施行期日ですが、申し訳あ
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りません。２ページでございます。 

附則第２項の施行期日ですが、この条例

は、令和５年４月１日から施行するもので

ございます。 

また、第2項において、指定管理者の指定

及びこれに関し、必要なその他の行為は、

この条例のこの前においても、足寄町公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例の規定により行うことができると規

定しております。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、ご審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○８番（川上修一君） 入浴料の関係でお

伺いをしたいと思います。 

２ページを見ていただきまして、まず、

町内の高齢者７０歳以上で決めてあるので

すけれども、これは恐らく健康保険証とか

免許証とか、その証明なるものを入浴する

際に提示するのかなと思うのですけども、

その提示は、その都度提示しなきゃならな

いのかっていうのが一つと、それからもう

一つ、中人とか小人とかありますけれども

これは町内町外変わらず同じ金額なのかな

ということの 2 点御質問いたします。 

○議長（吉田敏男君） 住民課長、答弁。 

○住民課長（金澤真澄君）まず１点目の御

質問ですけども、町内在住の７０歳以上の

方についての確認なのですけども、すいま

せん。町内在住７０歳以上の方に対する確

認なのですけども、その都度確認すること

になるかとは思うのですけども、状況に応

じて対応していきたいと思っています。 

中人小人町外町内の差があるのかという

ことですけども、町外であっても町内町外

も同じ料金で考えております。 

以上です。 

○８番（川上修一君） わかったのですけ

ど、１番目の質問のその都度確認するけ

ど、状況に応じてと今、住民課長おっしゃ

られたのですけど、その辺ちょっともう

ちょっと具体的に説明をいただきたいなと

思うのですけど。 

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。 

○副町長（丸山晃徳君） やはりその入場

時にその対応する。働いいてる人も、いつ

も顔なじみの場合もないですよね。やはり

１回１回の提示というのが、基本でありま

す。で、今想定していますのは足バスのよ

うに定期的なものとして、私は７０歳以上

ですよっていうその証明するものを一応そ

の町長印でも押して、それを 1回 1回風呂の

ためだけで証明していただくというような

形で、この方は２００円の方だよっていう

のが分かるような証明書を発行して利便性

高めていきたいと思います。 

以上でございます。 

○８番（川上修一君） わかりました。そ

ういうふうな簡単なシステムを考えていた

だければ、対象となる方も何ていうかな気

持ちよく利用していただけるので、いいや

り方だと思います。 

質問を終わります。 

○議長（吉田敏男君） 質他に質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっております、議案第

１０８号足寄町営温泉浴場設置及び管理に

関する条例の制定についての件は、文教厚

生常任委員会に付託をし、閉会中の継続審

査とすることにしたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、議案第１０８号足寄町温泉

浴場設置及び管理に関する条例の制定につ

いての件は、文教厚生常任委員会に付託を
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し、閉会中の継続審査とすることに決定を

いたしました。 

 

◎ 議案１０９号 

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 議案第

１０９号足寄町特別職の職員の給与並びに

旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の件を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野孝君） ただいま議題と

なりました議案第１０９号足寄町特別職の

職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について、提

案理由の御説明を申し上げます。 

３ページをお開き願います。 

本条例は、本年の人事院勧告に基づく国

家公務員の給与改定に伴い、これに準じま

して町長等の常勤特別職及び足寄町議会の

議員に支給いたします期末手当の支給割合

を改定しようとするものでございます。 

条例の改正文、改め文の朗読につきまし

ては、省略をさせていただきまして、改正

内容について申し上げます。 

まず、第１条による改正では、今年度、

１２月期の期末手当の支給割合を、現行の

１００分の２１５から１００分の２２５

に、０．１月分引き上げることといたしま

して、年間の支給割合を現行の４．３月分

から４．４月分に改めるものでございま

す。 

なお、議会議員につきましては、在職期

間に応じた支給割合が定められております

ので、それぞれの期間に応じて、引上げを

行うものでございます。 

次に、第２条による改正では、令和５年

度以降の６月期と１２月期、それぞれの支

給割合を、１００分の２２０に改めること

といたしまして、年間の支給割合を、第１

条による改正後と同様に、４．４月分とす

るものでございます。 

また、こちらにつきましても、議会議員

につきましては、在職期間に応じた支給割

合を改めるものでございます。 

なお、附則におきまして、この条例の施

行期日を、第１条の規定は公布の日から、

第 2条の規定は令和５年４月１日からとして

おります。 

４ページ及び５ページに新旧対照表を添

付しておりますので、御参照ください。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第１０９号足寄町特別職

の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の件を採決

をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１０９号足寄町特別

職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案１１０号 

○議長（吉田敏男君） 日程第６議案第１
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１０号足寄町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の件を議題といたしま

す。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野孝君） ただいま議題

となりました議案第１１０号足寄町職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

６ページをお願いいたします。 

本条例は、本年の人事院勧告に基づく国

家公務員の給与改定に伴い、これに準じて

職員の給与を改定しようとするものでござ

います。 

条例の改正文、改め文の朗読は省略をさ

せていただきまして、改正内容について申

し上げます。 

まず、第１条による改正は、今年度１２

月期の一般職の職員に係る勤勉手当の支給

割合を現行の１００分の９５から、１００

分の１０５に０．１月分引き上げることと

いたしまして、年間の期末勤勉手当の支給

割合を、現行の４．３月分から４．４月分

に、また、再任用職員に係る勤勉手当の支

給割合につきましては、現行の１００分の

４５から１００分の５０に０．０５月分引

き上げることといたしまして、年間の期末

勤勉手当の支給割合を、現行の２．２５月

分から２．３月分とするものでございま

す。 

また、月例給について、民間企業の給与

との格差や今回初任給が引上げられたこと

を踏まえまして、別表第１及び別表第２の

イ及びウを改めることといたしまして、７

ページの別紙第１条関係別表第１行政職給

料表、８ページの別紙第１条関係、別表第

２イ医療職給料表（２）、９ページの別紙

第１条関係別表第２ウ医療職給料表（３）

のとおり改めるものでございます。 

次に、第２条による改正では一般職の職

員に係る令和５年度以降の６月と１２月期

の勤勉手当それぞれの支給割合を同率の１

００分の１０、すいません１００分の１０

０に改めまして、年間の期末勤勉手当の支

給割合を第１条による改正後と同様に４．

４月分に、再任用職員に係る勤勉手当の令

和５年度以降の６月期と１２月期の勤勉手

当それぞれの支給割合を１００分の４７．

５に改めまして、年間の期末勤勉手当の支

給割合を第１条による改正後と同様に２．

３月分とするものでございます。 

なお、附則におきまして、第１項ではこ

の条例の施行期日を、第１条の規定は公布

の日から、第２条の規定は令和５年４月１

日からとしております。 

また、第２項では、第１条の規定、第１

８条第２項の改正規定を除きまして、改正

後の条例の規定は令和４年４月１日から適

用することとしております。 

第３項は、給与の内払いとみなすことに

ついて定めております。 

１０ページ及び１１ページに新旧対照表

を添付しておりますので、御参照くださ

い。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第１１０号足寄町職員の
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給与に関する条例の一部を改正する条例の

件を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１１０号足寄町職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例

の件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案１１１号 

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 議案第

１１１号令和４年度足寄町一般会計補正予

算（第７号）の件を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野孝君） ただいま議題と

なりました、議案第１１１号令和４年度、

足寄町一般会計補正予算（第７号）につき

まして、提案理由を御説明申し上げます。 

補正予算書１ページをお願いいたしま

す。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ

れ３，０１５万７，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０

２億１，４７８万３，０００円とするもの

でございます。 

歳出から御説明申し上げます。 

６ページをお願いいたします。 

第４款衛生費第１項保健衛生費第４目環

境衛生費におきまして、火葬場墓地管理費

といたしまして、施設等修繕料、火葬炉等

運転業務委託料、合わせて４３万６，００

０円を計上いたしました。 

第２項清掃費第２目塵芥処理費におきま

して、先ほど行政報告をいたしましたＰＣ

Ｂ廃棄物関連の経費といたしまして、照明

器具安定器等ＰＣＢ調査業務委託料２７５

万１，０００円、ＰＣＢ廃棄物収集運搬処

理業務委託料９７万円をそれぞれ計上いた

しました。 

第８款土木費第２項道路橋梁費第２目道

路管理費におきまして、こちらもＰＣＢ廃

棄物関連経費でございますが、街路灯等Ｌ

ＥＤ化事業といたしまして、街路灯等整備

工事請負費２，６００万円を計上いたしま

した。 

次に、歳入について申し上げます。 

６ページの上段になりますが、第１９款

繰入金におきまして、財政調整基金繰入金

といたしまして３，０１５万７，０００円

を計上いたしました。 

以上で、議案第１１１号令和４年度足寄

町一般会計補正予算（第７号）の提案理由

の説明とさせていただきますので、御審議

のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。６ページをお

開きください。歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第１１１号令和４年度足

寄町一般会計補正予算（第７号）の件を採

決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１１１号令和４年度

足寄町一般会計補正予算（第７号）の件

は、原案のとおり可決されました。 
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◎ 議案１１２号 

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 議案第

１１２号令和４年度足寄町公共下水道事業

特別会計補正予算（第３号）の件を議題と

いたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

建設課長 増田 徹君。 

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題

となりました議案第１１２号令和４年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）について、提案理由の御説明を申し

上げます。 

補正予算つづり９ページをお願いいたし

ます。 

令和４年度足寄町公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号）について、第１条債

務負担行為の補正につきましては、１０

ページにございます第１表債務負担行為補

正の変更１件をお願いするものでございま

す。 

変更の理由でございますが、第１回定例

会におきまして議決いただきました下水終

末処理場更新工事負担金に係る債務負担行

為の設定につきまして、日本下水道事業団

発注の足寄下水終末処理場電気設備工事の

入札において不落札となったことから、積

算内容の精査及び単価の見直しを行ったと

ころ、工事費の増額が必要となったことか

ら、債務負担行為の額の変更をお願いする

ものでございます。 

なお、補正予算可決後速やかに日本下水

道事業団と変更の仮協定を締結し、第４回

定例会において協定の変更につきまして提

案をさせていただきたいと考えておりま

す。 

以上、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほど、よろしくお願い

を申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

１０ページ、第１表債務負担行為補正、

変更 1 件、質疑はございませんか。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第１１２号令和４年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）の件を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

したがって、議案第１１２号令和４年度

足寄町公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 

◎ 閉会宣告 

○議長（吉田敏男君） これをもって本臨

時会に付議されました案件の審議は全部終

了をいたしました。 

これで本日の会議を閉じます。 

令和４年第６回足寄町議会臨時会を閉会

をいたします。 

午前１０時４４分 閉会 
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